
（様式１）

作成日 令和     2 年   ９月　８日

【事業所概要（事業所記入）】

※  事業所の基本情報は，介護サービス情報の公表制度のホームページで閲覧してください。

【評価機関概要（評価機関記入）】

【事業所が特に力を入れている点，アピールしたい点（事業所記入）】

【外部評価で確認した事業所の優れている点・工夫点（評価機関記入）】

法人名

事業所名

所在地

3490200312

広島市西区古江新町８－３２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）082-272-2701

グループホーム　古田のおうち

事業所番号

法人理念「～優しい心～迷ったり探さぬようにそばにいるよ」に沿って、事業所理念として「あ
りのままのあなたを受け止め、そっと寄り添う」を実践している。
建物は、大きな倉庫をリノベーションし、高い天井が開放感のある施設である。施設の中心には
大きなキッチンも配置し、生活感あふれる雰囲気を出している。食事は、入居者が楽しく美味し
く食べられるよう全て手作りにこだわって提供している。

グループホーム古田のおうちは、元倉庫だった建物を利用しており、吹き抜けで開放感があり、
ゆったりと居心地よく過ごせるよう工夫されている。併設でディサービスと地域交流広場があ
り、地域の方との交流も盛んである。利用者のお一人おひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞ
れの役割をもって家庭的な環境の下で、日常生活が出来るよう配慮し、安心して安らぎを与える
事を信条としており、法人理念でもある「優しい心　迷ったり探さぬよう　そばにいるよ」を職
員全員が心掛けている。理事長は、サイボウズで職員と意見交換をする等、皆の意見や提案を運
営に反映させている。町内会・地区社協・地域包括等、連携して地域の活性化の為にも一役を
担っている。

１ 自己評価及び外部評価結果

評価機関名

所在地

訪問調査日

特定非営利活動法人 FOOT&WORK

広島県安芸郡海田町堀川町　１番８号

令和 ２年　９月　８日（火）

特定非営利活動法人　もちもちの木

基本情報リンク先ＵＲＬ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/34/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=3490200312-00&ServiceCd=320&Type=search

自己評価作成日 2020年8月15日 評価結果市町受理日
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グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義を踏まえた事業所理
念をつくり，管理者と職員は，その理念を共有
して実践につなげている。

○事業所と地域とのつきあい

利用者が地域とつながりながら暮らし続けられ
るよう，事業所自体が地域の一員として日常的
に交流している。

○事業所の力を活かした地域貢献

事業所は，実践を通じて積み上げている認知症
の人の理解や支援の方法を，地域の人々に向け
て活かしている。

○運営推進会議を活かした取組み

運営推進会議では，利用者やサービスの実際，
評価への取組み状況等について報告や話し合い
を行い，そこでの意見をサービス向上に活かし
ている。

○市町との連携

市町担当者と日頃から連絡を密に取り，事業所
の実績やケアサービスの取組みを積極的に伝え
ながら，協力関係を築くように取組んでいる。

○身体拘束をしないケアの実践

代表者及び全ての職員が「指定地域密着型サー
ビス指定基準及び指定地域密着型介護予防サー
ビス指定基準における禁止の対象となる具体的
な行為」を正しく理解しており，玄関の施錠を
含めて身体拘束をしないケアに取り組んでい
る。

○虐待の防止の徹底

管理者や職員は，高齢者虐待防止法等について
学ぶ機会を持ち，利用者の自宅や事業所内での
虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い，防止に努めている。

採用時、または、現任研修で学習の機会を設け、虐待の防
止を徹底している。また、毎日の申し送り等で職員が話し
合い未然に防ぐよう努めている。

運営推進会議の案内を送付した。生活保護課との連携等
を行った。広島市地域包括ケア推進課との連携により、新
しい認知症カフェの開催や、感染対策を行ったうえでの認
知症啓発活動に協力している。

市担当者とは、利用者の利用状況を伝えたり、書類の提出
をしている。介護保険課の要請で、医療従事者への認知症
サポーター研修を行い、協力関係を築いている。

採用時、または、現任研修で学習の機会を設け、本人の思
いや行動を制限しないように取り組んでいる。

2ヶ月に1回、身体的拘束適正化検討委員会を行い、スタッフ
と共に身体拘束する事の弊害等について話し合い（身体拘
束等の排除の理念及び方針等）正しく理解してもらうよう取
り組んでいる。

偶数月の第3水曜日を定例としている。今年度、コロナ感染
対策のため、書面での情報提供及び意見をいただいた。

運営推進会議の構成員として、町内会長・地区社協会長・副
会長・福祉推進委員・社協事務局長・民生委員・地域包括支
援センター職員・理事長・管理者等が参加して、開催してい
たが、今年度は、コロナ禍においては、書面等で、意見交換
を行い事業所運営に役立てている。

現在、コロナ禍においては、運営推進会議を開催される
ことは、難しいと思われますが、小規模での開催をし、そ
れを書面による報告とされるよう希望します。

地域包括の活動を通して、認知症の専門知識をもった職員
が啓発活動等に協力している。

項目

1 1

町内会の一員として、町内会費の納入やお祭りがあれば
寄付等で参画している。

気候の良い日には、近隣のスーパーや散歩に出掛け、近所
の方と挨拶を交わしている。社協との交流も盛んで、お互い
協力し合う関係で、管理者は、公民館での認知症サポー
ター養成講座等、講師として派遣され、地域とも交流してい
る。

2 2

3

外部評価

Ⅰ  理念に基づく運営

ホーム開設時に思いを形にして作られた法人理念である
「優しい心　迷ったり探さぬよう　そばにいるよ」を職員全員
が、心掛け、毎月のミーティング・会議においても理念に沿っ
ているかを読み合わせをしたり、確認して実践に繋げてい
る。

「やさしい心迷ったり探さぬようそばにいるよ」の理念に
沿って、その方の背景、生活歴、現在の状況を踏まえてそ
の人らしく居られる場所づくりを実践している。

自己
評価

外部
評価

6 5

7

4 3

5 4



グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○権利擁護に関する制度の理解と活用

管理者や職員は，日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち，個々の必要
性を関係者と話し合い，それらを活用できるよ
う支援している。

契約に関する説明と納得

契約の締結，解約又は改定等の際は，利用者や
家族等の不安や疑問点を尋ね，十分な説明を行
い理解・納得を図っている。

○運営に関する利用者，家族等意見の反映

利用者や家族等が意見，要望を管理者や職員並
びに外部者へ表せる機会を設け，それらを運営
に反映させている。

○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は，運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け，反映させている。

○就業環境の整備

代表者は，管理者や職員個々の努力や実績，勤
務状況を把握し，給与水準，労働時間，やりが
いなど，各自が向上心を持って働けるよう職場
環境・条件の整備に努めている。

○職員を育てる取組み

代表者は，管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し，法人内外の研修を受ける機
会の確保や，働きながらトレーニングしていく
ことを進めている。

○同業者との交流を通じた向上

代表者は，管理者や職員が同業者と交流する機
会をつくり，ネットワークづくりや勉強会，相
互訪問等の活動を通じて，サービスの質を向上
させていく取組みをしている。

法人全体の年間研修計画を実施していくと共に、各個人が
目標を設定し成長を図っている。

市域連携協議会、全国連絡会等、同業者の勉強の機会に
参画する機会を設けている。

毎月第一金曜日を事業所MTGとし法人全体の情報を共有
している。また、スタッフからの意見は管理者会議等で報
告、改善を図っている。

月1回、ミーティング時に意見を聞いたり、日頃はサイボウズ
で、意見交換等をしている。管理者も意見の出しやすい職場
環境作りに努めている。

法人独自の評価制度を策定し、個々の介護技術の能力を
把握している。就労環境については、総務と連携し、状況
や意欲向上を目指せる整備を行っている。

契約前には、重要事項説明書により、事業所の運営状況、
経費、または介護方針等の説明を十分に行い、入居者・家
族が納得された上で、契約の締結を行っている。

今年度は、コロナ対策のため、法人の定例総会はオンライ
ン開催とし、家族との情報交換にはLINE電話を活用してご
意見を伺っている。

今年度は、コロナ感染予防の為、面会が制限されている為、
利用者と家族は、LINE電話で、海外に居られる家族とも繋
がり、喜ばれている。利用者の家族一人ひとりには、月に1
回、広報紙を発行し近況等、説明している。

法人の「もちもちの木テキスト」を活用し、基本的人権の尊
重及びノーマライゼーションの理解を深めるよう努めてい
る。

12

13

14

9

10 6

11 7
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グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○初期に築く本人との信頼関係

サービスの利用を開始する段階で，本人が困っ
ていること，不安なこと，要望等に耳を傾けな
がら，本人の安心を確保するための関係づくり
に努めている。

○初期に築く家族等との信頼関係

サービスの利用を開始する段階で，家族等が
困っていること，不安なこと，要望等に耳を傾
けながら，関係づくりに努めている。

○初期対応の見極めと支援

サービスの利用を開始する段階で，本人と家族
等が「その時」まず必要としている支援を見極
め，他のサービス利用も含めた対応に努めてい
る。

○本人と共に過ごし支えあう関係

職員は，本人を介護される一方の立場に置か
ず，暮らしを共にする者同士の関係を築いてい
る。

○本人を共に支えあう家族との関係

職員は，家族を支援される一方の立場に置か
ず，本人と家族の絆を大切にしながら，共に本
人を支えていく関係を築いている。

○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう，支援に努めてい
る。

○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し，一人ひとりが孤立
せずに利用者同士が関わり合い，支え合えるよ
うな支援に努めている。

○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了しても，これまで
の関係性を大切にしながら，必要に応じて本
人・家族の経過をフォローし，相談や支援に努
めている。

担当ケアマネ、病院ソーシャルワーカーやサービス提供事
業者にも、適時、ニュースレターや情報を提供している。

22

食堂、洗面所、中庭などの共有スペースでは、お互い様の
関係を仲介し支え合うように見守り、他者との適当は距離
感を図っている。

入居者が世話をされるだけの存在ではなく、共生する中で
役割をもってもらうように努めている。

家族が後ろめたい気持ちにならないよう、一緒に考え、本
人らしい暮らしの支援ができるように情報交換している。

かかりつけ医との関わりは出来るだけ継続し、本人が地域
での活動を継続できるよう計画している。（コロナ感染対策
で実施は出来ていない）

昔馴染みの同僚や入居前からの移動支援を利用しておられ
ての継続の支援を行ったりして、馴染みの人との関係が途
切れないように支援している。

19

20 8

21

16

17

18

15

Ⅱ  安心と信頼に向けた関係づくりと支援

初回面接時より、安心していただけるよう、本人の言葉に
耳を傾け、安心できる居場所を共につくりあげるよう努めて
いる。

入居申し込み時より、困りごとをや心配ごとを真摯に受け
止め信頼関係を構築している。

入居申し込みから、適切な時期に対応できるよう担当ケア
マネとの連携を図り、他サービス利用の相談にも応じる。



グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○思いやりや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望，意向の把
握に努めている。困難な場合は，本人本位に検
討している。

○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方，生活
環境，これまでのサービス利用の経過等の把握
に努めている。

○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方，心身状態，有す
る力等の現状の把握に努めている。

○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題とケアのあり
方について，本人，家族，必要な関係者と話し
合い，それぞれの意見やアイデアを反映し，現
状に即した介護計画を作成している。

○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果，気づきや工夫
を個別記録に記入し，職員間で情報を共有しな
がら実践や介護計画の見直しに活かしている。

○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況，その時々に生まれるニーズ
に対応して，既存のサービスに捉われない，柔
軟な支援やサービスの多機能化に取り組んでい
る。

○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把
握し，本人が心身の力を発揮しながら安全で豊
かな暮らしを楽しむことができるよう支援して
いる。

○かかりつけ医の受診診断

受診は，本人及び家族等の希望を大切にし，納
得が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築
きながら，適切な医療を受けられるように支援
している。

コロナ感染対策により、地域活動のほとんどが中止され交
流ができなくなっている。

入居時に、今までのかかりつけ医を受診又は往診できるか
どうかの確認を行い出来るだけ、本人が希望する適切な医
療が受けられる支援をしている。

利用者それぞれの医療機関や協力医療機関をかかりつけ
医としている。かかりつけ医の往診は、2週間に1回の方と1
週間に1回の方が居られる。訪問歯科は、週１回。それ以外
の他科の受診は、家族の協力を得て支援している。

個別記録（経過記録、健康記録、排泄記録など）を共有し、
カンファレンスにおいて分析し介護計画を見直している。

回復期から継続期においては、自立を促す支援や声かけ
を行い、終末期になれば、すぐ近くで寄り添える体制を整え

ている。

入居前の情報や面談により収集した情報をアセスメント
シートに記入し、ICFの視点で課題整理を行っている。

入居前に収集した情報を職員と共有することで、サービス
内容の意見交換を行い、現状できる計画を作成する。

介護計画は、サービス担当者会議を開催し、利用者・家族
の思いや意向をくみ取れる意見を出し合い作成している。
6ヶ月毎に見直しを行い、利用者の状態の変化が起きた場
合は、随時介護計画を作成している。

介護計画を作成するにあたり、お一人おひとりの課題や
ケアのあり方を現状に即した介護計画になるようチーム
で作成されるよう希望します。

本人の意向はケアプラン第1表に記載し、個別援助計画に
も盛り込むようにしている。

利用者とコミュニケーションを取る中で、それぞれの思いや
意向の把握に努めている。意思の表出が難しい利用者は、
日々の生活の様子を観察し、望んでいることを理解するよう
努めている。（生きがいを見つける・巻きずし作り等）

入居前にご家族やサービス提供者からの情報を収集しそ
れまでの暮らしや環境を把握している。

Ⅲ  その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

24

30 11

27

28

29

25

26 10

23 9



グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○看護職員との協働

介護職員は，日常の関わりの中でとらえた情報
や気づきを，職場内の看護職員や訪問看護師等
に伝えて相談し，個々の利用者が適切な受診や
看護を受けられるように支援している。

○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際，安心して治療できるよう
に，また，できるだけ早期に退院できるよう
に，病院関係者との情報交換や相談に努めてい
る。又は，そうした場合に備えて病院関係者と
の関係づくりを行っている。

○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方について，早
い段階から本人・家族等と話し合いを行い，事
業所でできることを十分に説明しながら方針を
共有し，地域の関係者と共にチームで支援に取
り組んでいる。

○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備えて，全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い，実践力を身に付けている。

○災害対策

火災や地震，水害等の災害時に，昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに，地域との協力体制を築いている。

○一人ひとりの人格の尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し，誇りやプライバ
シーを損ねない言葉かけや対応をしている。

○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を表したり，
自己決定できるように働きかけている。

○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのではなく，
一人ひとりのペースを大切にし，その日をどの
ように過ごしたいか，希望にそって支援してい
る。

毎日の表情や仕草からも、本人の言葉をくみとるように努
め、言葉にならなくても、引き出せるように働きかけている。

朝の申し送りで、前日にどのように過ごしたかを確認し、本
日の関わり方を検討している。入浴、外出など本人の希望
を優先するようにしている。

火災については、年2回（1回は夜間想定）の消防訓練を実
施している。地震や風水害については、ハザードマップ等を
活用した研修機会を設け意識向上に努めている。

年２回、避難訓練（夜間想定等）を行っている。地震や風水
害時の避難場所の確認も行った。昼間に於いては、地域の
方の協力体制もお願いしている。

Ⅳ  その人らしい暮らしを続けるための日々の支援

法人テキストからの学びを実践し、基本的人権の尊重を根
底に丁寧な対応に努めている。

年１回は、研修を行い、人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損なわない言葉かけや対応・スピーチロックについても話し
合いを行っている。

入居契約時に「重度化した場合における対応に係る指針」
を家族に説明し同意を得ている。医師からの説明により関
係者が同意の上、看取りも可能であることを伝えている。

契約時に「重度化した場合における対応に係る指針」事業所
で出来る対応について家族に説明している。家族の要望が
あれば「終末期の対応と看取りについて」説明し、看取りを
行っている。重度化した場合は、家族や主治医・管理者等で
話し合い、方針を決めて共有し、チームで支援に取り組んで
いる。

日常の健康状態を把握し、体調の変化を早期に察知する
よう学習している。看護師を含めたカンファレンスでは予測
できる変化も学んでいる。
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日々の身体ケア（入浴・排泄・食事など）から本人の身体の
変化を察知し、必要に応じて看護師に報告または相談を
行っている。

入院先には、日常の様子を報告し適切な治療が受けられ
るよう連携を行う。また、日頃から、病院関係者との情報交
換や関係づくりに努めている。
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グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれができるよ
うに支援している。

○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう，一人ひとりの
好みや力を活かしながら，利用者と職員が一緒
に準備や食事，片付けをしている。

○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス，水分量が一日を通じ
て確保できるよう，一人ひとりの状態や力，習
慣に応じた支援をしている。

○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう，毎食後，
一人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔
ケアをしている。

○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減らし，一人ひと
りの力や排泄のパターン，習慣を活かして，ト
イレでの排泄や排泄の自立に向けた支援を行っ
ている。

○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し，飲食物の工
夫や運動への働きかけ等，個々に応じた予防に
取り組んでいる。

○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴
を楽しめるように，職員の都合で曜日や時間帯
を決めてしまわずに，個々に応じた入浴の支援
をしている。

○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て，休息したり，安心して気持ちよく眠れるよ
う支援している。

○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的や副作用，
用法や用量について理解しており，服薬の支援
と症状の変化の確認に努めている。

主治医の指示の下、適切に服薬できるように支援してい
る。9月度からは、薬剤療養管理指導を受け、さらに専門的
な指導を受けることができる。

基本の入浴日は設定しているが、朝の申し送り時に体調や
気分を考慮し、変更調整を行っている。一人ひとりの機能
に応じてシャワーか浴槽を使うかも随時検討している。

入浴は、基本週2回以上としており、本人の希望で、毎日の
方も居られる。状態に応じて、シャワー浴・足浴・清拭で、対
応している。旧型の浴槽なので、利用者の機能低下の為、リ
フト等を検討中である。

自室でゆっくり過ごされる方、ソファーで休まれる方、マッ
サージを利用される方などそれぞれが休息できる方法を提
案している。

毎日、排泄リズムをホワイトボードで見える化し、適切なト
イレ誘導ができるようにしている。

トイレでの排泄を基本とし支援を行っている。排泄表をホワ
イトボードで共有する事で、分かりやすくトイレ誘導の声掛け
を行っている。

運動、食事、タイミングなど自然排便が出来るように観察し
ている。それでも難しい場合は看護師の指導により、下剤、
坐剤等で対応している。

毎日の摂取量や感想、評価など情報を共有し、一人ひとり
が間食できる工夫をしている。

毎食後、口腔内の清潔を個別に促し、介助が必要な方に
はスタッフが一緒に行っている。また、定期的に歯科医によ
る清潔の確認や義歯の点検やを受けるようにしている。

更衣を行う際は、本人の選択を促し、一緒にコーディネート
を考えるようにしている。

献立の段階から、希望を聞きながら、調理中の香りや音も
ケアの一環と考えている。興味関心のある方を中心に共に
楽しく食事ができるよう支援している。

朝、昼、夕、3食職員の手作りで、利用者にメニューの希望を
聞きながらスーパーに買い物に出掛けている。材料のカット
や盛り付け、配膳、食器洗い等を出来る人は、職員と一緒に
している。時には、たこ焼きやおやき等を一緒に作る事もあ
る。職員も共に食卓を囲み、一緒に同じものを食べ、会話も
弾む。
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グループホーム　古田のおうち

自己評価

実施状況 実施状況
次のステップに向けて

期待したい内容

項目

外部評価
自己
評価

外部
評価

○役割，楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるように，
一人ひとりの生活歴や力を活かした役割，嗜好
品，楽しみごと，気分転換等の支援をしてい
る。

○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそって，戸外に出
かけられるよう支援に努めている。また，普段
は行けないような場所でも，本人の希望を把握
し，家族や地域の人々と協力しながら出かけら
れるように支援している。

○お金の所持や使うことの支援

職員は，本人がお金を持つことの大切さを理解
しており，一人ひとりの希望や力に応じて，お
金を所持したり使えるように支援している。

○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話をしたり，手
紙のやり取りができるように支援をしている。

○居心地の良い共用空間づくり

共用の空間（玄関，廊下，居間，台所，食堂，
浴室，トイレ等）が，利用者にとって不快や混
乱をまねくような刺激（音，光，色，広さ，温
度など）がないように配慮し，生活感や季節感
を採り入れて，居心地よく過ごせるような工夫
をしている。

○共用空間における一人ひとりの居場所づくり

共用空間の中で，独りになれたり，気の合った
利用者同士で思い思いに過ごせるような居場所
の工夫をしている。

○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は，本人や家族と相
談しながら，使い慣れたものや好みのものを活
かして，本人が居心地よく過ごせるような工夫
をしている。

○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりの「できること」や「わ
かること」を活かして，安全かつできるだけ自
立した生活が送れるように工夫している。

トイレには自立支援バーや手すりを設置し、動作を助けて
いる。廊下にも手すりを各所に設置したり、椅子を配置して
休みながら移動が出来るようにしている。

現在は、コロナ感染症対策のため、一人が一つのテーブル
を使用し距離を保っている。また、食事時間がズレたりして
も大丈夫なように個別で対応できるスペースを用意してい
る。

自室は使い慣れた家具等の持ち込みをしてもらい、自由な
レイアウトで落ち着ける場所を作っている。

利用者は、家族と相談しながら、使い慣れた馴染みのチェイ
スト・仏具・コタツ・ぬいぐるみ・家族写真、造花、自作の絵等
を持ち込み、本人が、居心地よく過ごせるよう工夫されてい
る。

手紙、はがきを書き様子を知らせられるように支援してい
る。LINE電話の活用も行っている。

共有空間の中心にキッチンがあり、家庭的な雰囲気を演出
しているため、自然と皆が集まってきている。また、中庭で
育てた花などを飾り季節感も出している。

居間兼食堂は、窓が広く明るい日差しが入り、中庭は、季節
の花が見られ季節を感じながら、穏やかに過ごされている。
台所は、オープンキッチンで職員は、利用者の動きを感じな
がら支度が出来、野菜を刻む音やご飯の炊ける匂いが感じ
られ、家庭にいると同じ感覚で過ごされている。今は、特にコ
ロナの関係で、換気に配慮されている。

コロナ禍の中、思ったところに外出が出来ていない。しか
し、屋外で新鮮な空気を吸う機会をつくるように努めてい
る。また、この先、どこに行きたいかという希望などは話合
い気持ちを前向きにしている。

コロナ禍の折、外出は、難しいが、買い物に一緒に行った
り、散歩に出掛けている。毎日夕方に散歩に出掛ける人もい
る。車椅子の方も外気浴に出掛けている。

現在は、お一人のみになっているが、自分の好みの食料を
買いに行っている。

仕事をしたい方、趣味に没頭したい方、それぞれの過ごし
方を継続できるように支援している。
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